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   令和６年能登半島地震に係る石川県能登町への職員派遣に 

係る出発式の開催について 

 
 このことについて、下記のとおり出発式を開催しますのでお知らせいたします。 

 ぜひ、取材くださいますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 日  時  2024 年１月７日（日）８時 30 分から 

        

２ 会  場  別紙を参照 

 

３ 派遣概要 

 （１）派遣期間 第１期 １月６日（土）～１月 11 日（木）（６日間） 

         ※ 全体で１か月程度派遣予定 

 

 （２）派遣先  石川県能登町 

         ※ 本県は、既に支援を開始している滋賀県、和歌山県とともに、 

          能登町の「対口支援団体」に決定された。今後、能登町のニーズ 

          を汲み取りながら、支援を行う。 

 

 （３）派遣者  20 名（県職員 11 名、市町村職員９名） 

         ※ うち、県職員２名は先遣隊として６日に現地入りし、情報収 

          集及び支援内容の引継ぎを実施。７日に県及び市町村職員（18 

          名）を本隊として派遣し、支援実施 

         ※ 市町村職員の内訳：水戸市２名、北茨城市２名、笠間市２名、 

                    茨城町１名、美浦村１名、境町１名 

  

 （４）見送り・取材対応者  防災・危機管理部長 山﨑 剛 

 

 （５）活動内容  避難所支援、罹災証明書発行 

 

        

 

 

 

 

 

2024 年１月５日 

防災・危機管理部防災・危機管理課 

防災Ｇ 課長補佐 小林 

内線：2882 直通：029-301-2885 

 

＜参考 対口支援方式について＞ 

 

 対口支援方式とは、被災市町村ごとに都道府県又は政令市を原則として１対１で

割り当て、当該都道府県又は政令市（対口支援団体）が基本的に自ら完結して応援

職員を派遣することをいう。 



別紙 

 

  

出発式会場 


